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第２章 人権をめぐる社会の取組 
 

Ⅰ 国際社会（国連）の取組 

○ 国際連合（国連）は、国際連合憲章第１条で人権及び基本的自由の尊重を国連の目的

の一つとして掲げ、１９４８年（昭和２３年）に世界人権宣言を採択し、「人権の尊重は

世界の自由、正義及び平和の基礎であり、理性と良心によって支えられる」ことを明ら

かにしました。 

○ 以来、様々な*1人権に関する国際条約を採択し、*｢国際年」や*｢国際１０年」を設け、
*人権に関する国際会議を開催し、国際社会に共同の取組を求めました。特に１９９４年

（平成６年）世界人権宣言に示された権利や自由の促進のためには人権教育が不可欠で

あるとの考えの下、１９９５年（平成７年）から２００４年（平成１６年）までの１０年

間を「*2人権教育のための国連１０年」（以下「国連１０年」という。）とする決議を採

択し、国連行動計画を発表しました。 

○ その後、引き続き人権教育を積極的に推進することを目的に「人権教育のための世界

プログラム」が採択され、その第１フェーズ（２００５年 ２００９年）として初等教育

及び中等教育における人権教育を重点にした行動計画、第２フェーズ（２０１０年 

２０１４年）として、高等教育における人権教育及び公務員、法執行者、軍隊への人権教

育を重点とした行動計画、第３フェーズ（２０１５年 ２０１９年）として、メディア関

係者、ジャーナリストを重点とした行動計画が示されました。さらに、第４フェーズ

（２０２０年 ２０２４年）は、第 1 フェーズから第３フェーズの取組の一層の強化や

若者を重点とした行動計画が示されるとともに「＊3持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

の*4目標 4.7 と連携させることとしています。国連は、「国連システム」といわれる加

                                                                                                                                                                          
*1人権に関する国際条約・*「国際年」・*「国際１０年」・*人権に関する国際会議＝資料編参照 
*2 人権教育のための国連 10 年＝1995 年（平成 7 年） 2004 年（平成 16 年）。1994 年（平成 6 年）の国連総

会で決議され、国連行動計画が発表された。国連の計画では、人権侵害を受けている社会集団を分類して人権問題

の重要課題を整理したこと、人権保障に実効のある職業集団を定めて特別に教育すること、人権文化（人権を尊重

する意識を高め、態度を示し、行動すること）の構築を目的とすること、国際人権基準の普及を図ること、広報を

重視すること、態度形成の手法を普及すること、などが示されている。 
*3 持続可能な開発目標（SDGs）＝2015 年９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」に記載された国際目標。持続可能な世界を実現するため、17 の目標と 169 のターゲットから構成され

る。17 の目標には「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」や「ジェンダー（社

会的性別）の平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント（自分で決定し、行動できる能力を身につけ

ること）を図る」等がある。 

*4 目標 4.7＝SDGs の目標４「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進す

る」のうちのターゲットの１つ。「2030 年までに持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダ

ー平等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な開発にもたらす貢献の理

解などの教育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得するようにする」

ことが掲げられている。 
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盟国とＮＧＯ・個人が共同・連携する手法で、国際社会の様々な人権課題に取り組んで

います。 

○ また、２００５年（平成１７年）３月、アナン事務総長の報告書「より大きな自由」が

発表されました。この報告書の中でアナン事務総長は国連活動の柱である開発・安全・

人権の密接な関連を踏まえて、国連の全ての活動で人権の視点を強化する考え「人権の

主流化」を提唱しました。この提唱を受け国連特別首脳会合で「人権の主流化」の重要性

を再確認し、２００６年（平成１８年）３月にこれまでの人権委員会に替えて、国連が世

界の人権問題により効果的に対処するために国連人権理事会を創設したほか、人権高等

弁務官事務所の機能強化など人権を最優先の考慮事項とする取組が進められています。 

  

国際社会の取組 

年 国際社会（国連）の取組 取組要旨 

1948（昭和 23）

年 12 月 「世界人権宣言」採択 

「人権尊重は世界の自由、正義及び平和の

基礎であり、理性と良心によって支えられ

る」 

1994（平成 6）年

12 月 

「人権教育のための国連 10 年」行動計画 

（1995 2004） 
人権教育の積極的推進 

 人権教育のための世界プログラム 

第１フェーズ（2005 2009） 
重点 初等・中等教育における人権教育 

人権教育のための世界プログラム 

第２フェーズ（2010 2014） 

重点 高等教育、公務員、法執行者、軍隊へ

の人権教育 

人権教育のための世界プログラム 

第３フェーズ（2015 2019） 

重点 第１．２フェーズの取組強化、メディ

ア、ジャーナリストへの人権教育 

人権教育のための世界プログラム 

第４フェーズ（2020 2024） 

重点 第１ ３フェーズの取組強化、若者へ

の人権教育、「持続可能な開発目標（SDGs）」

の目標 4.7 との連携 

2005（平成 17）

年 3 月 
アナン事務総長報告書「より大きな自由」発表 

国連全ての活動で人権の視点強化「人権の

主流化」提唱 

2006（平成 18）

年 

3 月 
国連人権理事会創設 

国連が世界の人権問題により効率的に対

処、人権高等弁務官事務所の機能強化等人

権を最優先の考慮事項とする取組 

 

Ⅱ 国内の取組 

○ わが国では１９４７年（昭和２２年）に「基本的人権の尊重」を基本原則とする日本国

憲法が施行されました。同年に児童福祉法が施行され、福祉関係制度の整備が始まりま

した。１９６９年（昭和４４年）には、わが国最初の総合的な人権施策となる同和対策事

業特別措置法が施行されました。 

○ また、１９５６年（昭和３１年）には国連に加入し、これまで「国際人権規約」をはじ

め「人種差別撤廃条約」など１４の人権関係条約を批准するとともに、国連が提唱する

「国際年」の取組を行いながら国際的な人権保障の潮流に沿う方向で人権施策の充実・

普及を図ってきました。１９９７年（平成９年）には、「国連１０年」国内行動計画を策

定・公表しました。 
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○ 人権擁護施策推進法により設置された人権擁護推進審議会の「人権教育・啓発の推進

に関する答申」を踏まえ、２０００年（平成１２年）に「教育・啓発法」が制定されまし

た。また、同審議会は、２００１年（平成１３年）５月に人権救済に関する答申を行い、

人権侵害に係る被害者救済の制度化が求められています。 

○ 一方、２０００年（平成１２年）には「児童の虐待防止等に関する法律（児童虐待防止

法）」が制定され、２００１年（平成１３年）には、「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」、２００５年（平成１７年）には、「高齢者虐待

の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」、「犯罪被

害者等基本法」、２００８年(平成２０年)には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法

律」の制定など、新たな人権課題に取り組むための制度化が進められました。 

○ また、２００８年（平成２０年）の国際的な金融危機に端を発した世界同時不況によ

り、多くの派遣労働者が離職を余儀なくされると同時に住居も失う事態に陥り、憲法第

２５条の「生存権」の保障が社会問題化し、雇用の在り方や第二のセーフティネットを

見直す契機となりました。 

○ ２０１３年（平成２５年）には、「生活困窮者自立支援法」が制定され、生活保護に至

っていない生活困窮者の包括的な相談支援をはじめ、住宅確保給付金や就労支援等が制

度化されたほか、「いじめ防止対策推進法」や「障害者差別解消法」の成立、「障害者の

権利に関する条約」の批准等、人権問題の改善のための制度的な枠組みが整えられると

ともに、２０１４年（平成２６年）１月には子どもの貧困問題の深刻化に伴い「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。 

○ また、２０１６年（平成２８年）には、差別を解消するため、４月に「障害者差別解消

法」、６月に「ヘイトスピーチ解消法」、１２月に「部落差別解消推進法」が施行されま

した。さらに、２０１９年（令和元年）５月に、アイヌ民族の諸課題に対応するための

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が

施行されるとともに、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律」が一部改正され、パワーハラスメントの防止対策が法制化さ

れました。６月には、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童福祉法等が一部改正さ

れる等、人権尊重社会実現に向けた取組が進んでいます。 
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国内の取組 

年 国内の取組 取組要旨 

1947（昭和 22）年 
「日本国憲法」施行 「基本的人権の尊重」を基本原則 

「児童福祉法」 福祉関係制度の整備 

1956（昭和 31）年 国連加入  

1969（昭和 44）年 「同和対策事業特別措置法」施行 国内最初の総合的な人権施策 

1979（昭和 54）年 国際人権規約（社会権、自由権）批准  

1995（平成 7）年 人種差別撤廃条約批准  

1997（平成 9）年 「国連 10 年」国内行動計画策定・公表  

2000（平成 12）年 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律  

児童の虐待防止等に関する法律（児童虐待防

止法） 
 

2001（平成 13）年 

人権救済に関する人権擁護推進審議会答申 人権侵害に係る被害者救済制度の制度化 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（DV 防止法） 

新たな人権課題に取り組むための法整備 
2005（平成 17）年 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） 

犯罪被害者基本法 

2008（平成 20）年 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 

2013（平成 25）年 

生活困窮者自立支援法 
生活困窮者の包括的な相談支援・住宅確保

給付金・就労支援等の制度化 

いじめ防止対策推進法 

人権問題の改善のための制度的な枠組み 
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」成立（H28 施行） 

「障害者の権利に関する条約」批准 

2014（平成 26）年 子どもの貧困対策の推進に関する法律  

2016（平成 28）年 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（障害者差別解消法） 

個別の人権問題の解決に向けた法整備 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイト

スピーチ解消法） 

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差

別解消推進法） 

2019（令和元）年 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律 
 

「労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

一部改正 

パワーハラスメントの防止対策法制化 

児童福祉法等の一部改正 児童虐待防止対策の強化 

 

Ⅲ 県内の取組 

○ 本県でも、これまで部落差別問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、医療を

めぐる人権、さまざまな人権の個別分野ごとに、それぞれの課題解決のために各種施策

に取り組んできました。 

○ 本県における総合的な人権施策は、『「人権教育のための国連１０年」大分県行動計
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画』（以下「県行動計画」という。）の取組が挙げられます。国連１０年が採択され、国

が国内行動計画を策定したことを受け、県は１９９８年（平成１０年）３月に県行動計

画を策定し、教育・啓発をはじめとする取組を行ってきました。 

  ○ 国連１０年の取組は２００４年（平成１６年）１２月までに期限が終了することや、

教育・啓発法で地方公共団体の責務が規定されたことを踏まえ、２００４年（平成１６年）

７月には「県行動計画」期間満了後に係る人権施策の基本的方向の検討とそれに対する

意見や提案を行う「大分県人権尊重社会づくり推進審議会」（以下「審議会」という。）

を設置しました。 

○ ２００３年(平成１５年)９月に「人権問題に関する県民意識調査」を実施し、この調査 

結果や審議会の意見を踏まえて、人権施策を総合的に推進するため２００５年（平成

１７年）１月に大分県人権施策推進本部を設置し、基本計画を策定しました。さらに、以

後の５年間を目標期間とし基本計画を具体化するための実施計画、人権施策推進本部の

取組について単年度ごとの進行管理を行う「職務推進行動計画」、教材整備指針等の各

種指針及び市町村への推進要請基準となるガイドラインを策定し、人権を尊重する社会

の確立を目指した取組を行いました。 

○ また、このような取組を踏まえ、２００８年（平成２０年）１２月には、すべての人の

人権が尊重される社会づくりを進めるため、「人権条例」を制定し、２００９年（平成

２１年）４月に施行しました。 

○ これまでの基本計画、実施計画、職務推進行動を整理し、２０１０年（平成２２年）に

は、人権条例に基づき、基本計画を継承しつつ、これまでの成果と新たな課題を踏まえ

た基本方針及び基本方針を具体化するための実施計画（平成２２年度 平成２６年度）

を策定、２０１５年（平成２７年）に基本方針の改定、実施計画の再策定（平成２７年度

 平成３１年度）を行い、人権が尊重される社会づくりを総合的に推進してきました。    

 

県内の取組 

年 県内の取組 取組要旨 

1998（平成 10）年 

3 月 
国連 10 年「大分県行動計画」 人権教育・啓発をはじめとする取組 

2003（平成 15）年 

９月 
「人権に関する県民意識調査」実施  

2004（平成 16）年

7 月 
「大分県人権尊重社会づくり推進審議会」設置 「県行動計画」後の人権施策基本 

2005（平成 17）年

１月 
「大分県人権施策推進本部」設置 

基本計画・実施計画・職務推進行動計画・各

種指針・市町村ガイドライン等策定 

2008（平成 20）年

12 月 
「大分県人権尊重社会づくり推進条例」策定  

2010（平成 22）年 
人権尊重施策基本方針・実施計画（H22 26 年）

策定 人権が尊重される社会づくりを総合的に推

進 
2015（平成 27）年 

人権尊重施策基本方針改定・実施計画（H27 31

年）策定 

 


